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基準条例の性格 

１ 基準条例は、指定居宅サービス及び指定介護予防サービスの事業がその目的

を達成するために必要な最低限度の基準を定めたものであり、指定居宅サービ

ス事業者及び指定介護予防サービス事業者は、常にその事業の運営の向上に努

めなければならないこと。 

２ 指定居宅サービス及び指定介護予防サービスの事業を行う者又は行おうと

する者が満たすべき基準等を満たさない場合には、指定居宅サービス及び指定

介護予防サービスの指定又は更新は受けられず、また、運営開始後、基準に違

反することが明らかになった場合には、 

①相当の期間を定めて基準を遵守するよう勧告を行い、 

②相当の期間内に勧告に従わなかったときは、事業者名、勧告に至った経緯、

当該勧告に対する対応等を公表し、 

③正当な理由が無く、当該勧告に係る措置を採らなかったときは、相当の期

限を定めて当該勧告に係る措置を採るよう命令する 

ことができるものであること。 

また、③の命令をした場合には事業者名、命令に至った経緯等を公示しなけ

ればならないこととされている。 

なお、③の命令に従わない場合には、当該指定を取り消すこと、又は取消し

を行う前に相当の期間を定めて指定の全部若しくは一部の効力を停止するこ

と（不適正なサービスが行われていることが判明した場合、当該サービスに関

する介護報酬の請求を停止させること）ができる。 

ただし、次に掲げる場合には、基準に従った適正な運営ができなくなったも

のとして、直ちに指定を取り消すこと又は指定の全部若しくは一部の効力を停

止することができるものであること。 

  ① 次に掲げるときその他の事業者が自己の利益を図るために基準に違反

したとき 

   ア 指定居宅サービス及び指定介護予防サービスの提供に際して利用者

が負担すべき額の支払を適正に受けなかったとき 

   イ 居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事

業者によるサービスを利用させることの代償として、金品その他の財産

上の利益を供与したとき 

  ② 利用者の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあるとき 

  ③ その他①及び②に準ずる重大かつ明白な基準違反があったとき 

３ 運営に関する基準及び介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

に従って事業の運営をすることができなくなったことを理由として指定が取

り消され、法に定める期間の経過後に再度当該事業者から当該事業所について

指定の申請がなされた場合には、当該事業者が運営に関する基準及び介護予防

のための効果的な支援の方法に関する基準を遵守することを確保することに

特段の注意が必要であり、その改善状況等が十分に確認されない限り指定を行

わないものとすること。 

４ 特に、居宅サービス及び介護予防サービスの事業の多くの分野においては、

基準に合致することを前提に自由に事業への参入を認めていること等にかん

がみ、基準違反に対しては、厳正に対応することとする。 
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１．基本方針 

◎指定居宅療養管理指導の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な

限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、

医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士又は管理栄養士が、通院が困難な利用者に対して、そ

の居宅を訪問して、その心身の状況、置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療養

上の管理及び指導を行うことにより、その者の療養生活の質の向上を図るものでなければな

らない。 

◎指定介護予防居宅療養管理指導の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立

した日常生活を営むことができるよう、医師、………（同上）………、それらを踏まえて療

養上の管理及び指導を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者

の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。 

基準条例 解釈通知 

第６章 居宅療養管理指導 

第１節 基本方針 

（基本方針） 

第90条 指定居宅サービスに該当する居宅療養管理指導（以下「指定居宅療養管理指

導」という。）の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能

な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが

できるよう、医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士（歯科衛生士が行う居宅療養管

理指導に相当するものを行う保健師、看護師及び准看護師を含む。以下この章にお

いて同じ。）又は管理栄養士が、通院が困難な利用者に対して、その居宅を訪問し

て、その心身の状況、置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管

理及び指導を行うことにより、その者の療養生活の質の向上を図るものでなけれ

ばならない。 

第６章 居宅療養管理指導 

 第１節 基本方針 

第88条 指定介護予防サービスに該当する介護予防居宅療養管理指導（以下「指定介

護予防居宅療養管理指導」という。）の事業は、その利用者が可能な限りその居宅

において、自立した日常生活を営むことができるよう、医師、歯科医師、薬剤師、

歯科衛生士（歯科衛生士が行う介護予防居宅療養管理指導に相当するものを行う

保健師、看護師及び准看護師を含む。以下この章において同じ。）又は管理栄養士

が、通院が困難な利用者に対して、その居宅を訪問して、その心身の状況、置かれ

ている環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことによ

り、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上

を目指すものでなければならない。 

居宅基準条例 島根県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める

条例（平成24年島根県条例第64号）〔最終改正  令和３年島根県条例第11号〕 

予防基準条例 島根県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防

サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定め

る条例（平成24年島根県条例第65号）〔最終改正  令和３年島根県条例第11号〕 

解釈通知   指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準を定める条例に

ついて（平成24年12月21日高第987号）〔最終改正 令和３年３月25日高第1451号〕 
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居宅療養管理指導の定義 

【介護保険法（抄）】 

第８条 

６ この法律において「居宅療養管理指導」とは、居宅要介護者について、病院、診療所

又は薬局（以下「病院等」という。）の医師、歯科医師、薬剤師その他厚生労働省令で定

める者［→①］により行われる療養上の管理及び指導であって、厚生労働省令で定める

もの［→②］をいう。

居宅要介護者・居宅要支援者＝要介護者・要支援者であって、居宅（養護老人ホーム、軽

費老人ホーム、有料老人ホームにおける居室を含む。）において介護を受

けるもの（法第８条第２項・法第８条の２第２項、規則第４条） 

介護保険法施行規則 

①（法第８条第６項の厚生労働省令で定める者） 

第９条 法第８条第６項の厚生労働省令で定める者は、歯科衛生士、保健師、看護師、准

看護師及び管理栄養士とする。 

②（法第８条第６項の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導） 

第９条の２ 法第８条第６項の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導のうち医師

又は歯科医師により行われるものは、居宅要介護者の居宅を訪問して行う計画的かつ継

続的な医学的管理又は歯科医学的管理に基づいて実施される指定居宅介護支援事業者

（法第４６条第１項規定）その他の事業者に対する居宅サービス計画の策定等に必要な

情報提供（当該居宅要介護者の同意を得て行うものに限る。）並びに当該居宅要介護者又

はその家族等に対する居宅サービスを利用する上での留意点、介護方法等についての指

導及び助言とする。  

２ 法第８条第６項の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導のうち薬剤師により

行われるものは、居宅要介護者の居宅において、医師又は歯科医師の指示（薬局の薬剤

師にあっては、医師又は歯科医師の指示に基づき策定される薬学的管理指導計画）に基

づいて実施される薬学的な管理及び指導とする。  

３ 法第８条第６項の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導のうち歯科衛生士、保

健師、看護師及び准看護師により行われるものは、居宅要介護者の居宅において、その

者に対して訪問歯科診療を行った歯科医師の指示及び当該歯科医師の策定した訪問指

導計画に基づいて実施される口腔内の清掃又は有床義歯の清掃に関する指導とする。  

４ 法第８条第６項の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導のうち管理栄養士に

より行われるものは、居宅要介護者の居宅において、その者に対して計画的な医学的管

理を行っている医師の指示に基づいて実施される栄養指導とする。  

※介護保険法に基づく(介護予防)居宅療養管理指導として、保険給付の対象となるのは、 

 (介護予防)居宅療養管理指導事業所として指定を受けた 

病院・診療所の、 医師・歯科医師・管理栄養士・歯科衛生士  

    薬局の、     薬剤師 

   が行うものであって、その対象者が 

居宅(※養護老人ホーム・軽費老人ホーム・有料老人ホームを含む) 

   において介護を受ける 

要介護者・要支援者(※総合事業対象者は対象外) 

   である場合。 
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２．人員基準・設備基準 

 病院又は診療所 薬 局 

人
員
基
準

医師又は歯科医師 ○   

薬剤師 ○ 提供する指定居宅療

養管理指導の内容に

応じた適当数 

 ○ 

歯科衛生士     ※注 ○  

管理栄養士 ○  

設備基準 ・指定居宅療養管理指導の事業の運営に必要な広さを

有していること。 

・指定居宅療養管理指導の提供に必要な設備及び備品

等を備えていること。（当該病院又は診療所における

診療用に備え付けられたものを使用することができ

る。） 

※注 歯科衛生士が行う居宅療養管理指導に相当するものを行う保健師、看護師及び准看護

師は、看護職員ではなく、歯科衛生士に含まれる 

基準条例 解釈通知 

第２節 人員に関する基準 

（従業者の員数） 

第91条 指定居宅療養管理指導の事業を行う者（以下「指

定居宅療養管理指導事業者」という。）が当該事業を行う

事業所（以下「指定居宅療養管理指導事業所」という。）

ごとに置くべき従業者（以下この章において「居宅療養

管理指導従業者」とする。）の員数は、次に掲げる指定居

宅療養管理指導事業所の種類の区分に応じ、次に定める

とおりとする。 

  ⑴ 病院又は診療所である指定居宅療養管理指導事業所

    ア 医師又は歯科医師

    イ 薬剤師、看護職員、歯科衛生士又は管理栄養士 そ

の提供する指定居宅療養管理指導の内容に応じた適

当数 

  ⑵ 薬局である指定居宅療養管理指導事業所 薬剤師

２ 指定居宅療養管理指導事業者が指定介護予防居宅療養

管理指導事業者（指定介護予防サービス等基準第88条第

１項に規定する指定介護予防居宅療養管理指導事業者を

いう。以下同じ。）の指定を併せて受け、かつ、指定居宅

療養管理指導の事業と指定介護予防居宅療養管理指導

（指定介護予防サービス等基準第87条に規定する指定介

護予防居宅療養管理指導をいう。以下同じ。）の事業とが

同一の事業所において一体的に運営されている場合につ

いては、指定介護予防サービス等条例第89条第１項に規

定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に

規定する基準を満たしているものとみなすことができ

る。 

１ 人員に関する基準 

指定居宅療養管理指導事業所ごとに置

くべき居宅療養管理指導従業者の員数

は、次に掲げる指定居宅療養管理指導事

業所の種類の区分に応じ、次に定めると

おりとしたものである。 

(１)病院又は診療所である指定居宅療養

管理指導事業所

①医師又は歯科医師 

②薬剤師、歯科衛生士（歯科衛生士が

行う居宅療養管理指導に相当する

ものを行う保健師、看護師及び准

看護師を含む。以下同じ。）又は管

理栄養士 その提供する指定居宅

療養管理指導の内容に応じた適当

数 

(２)薬局である指定居宅療養管理指導事

業所 薬剤師

予防基準条例第89条＝同旨
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基準条例 解釈通知 

第３節 設備に関する基準 

（設備及び備品等） 

第92条 指定居宅療養管理指導事業所は、病院、診療所、

又は薬局であって、指定居宅療養管理指導の事業の運営

に必要な広さを有しているほか、指定居宅療養管理指導

の提供に必要な設備及び備品等を備えているものでなけ

ればならない。 

２ 指定居宅療養管理指導事業者が指定介護予防居宅療養

管理指導事業者の指定を併せて受け、かつ、指定居宅療

養管理指導の事業と指定介護予防居宅療養管理指導の事

業とが同一の事業所において一体的に運営されている場

合については、指定介護予防サービス等条例第90条第１

項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、

前項に規定する基準を満たしているものとみなすことが

できる。 

２ 設備に関する基準 

(１)居宅基準条例第92条は、指定居宅療

養管理指導事業所については、 

①病院、診療所、又は薬局であること。

②指定居宅療養管理指導の事業の運営

に必要な広さを有していること。 

③指定居宅療養管理指導の提供に必要

な設備及び備品等を備えているこ

と。 

(２)設備及び備品等については、当該病

院又は診療所における診療用に備え付

けられたものを使用することができる

ものである。 

予防基準条例第90条＝同旨
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３．運営基準 

項     目 
居宅療養管理指導

介護予防 
居宅療養管理指導

居宅基準条例 予防基準条例 

１ 内容及び手続の説明及び同意 *９条 *51条の2

２ 提供拒否の禁止 *10条 *51条の3

３ サービス提供困難時の対応 *11条 *51条の4

４ 受給資格等の確認 *12条 *51条の5

５ 要介護認定等の申請に係る援助 *13条 *51条の6

６ 心身の状況等の把握 *14条 *51条の7

７ 居宅介護支援事業者等との連携 *69条 *69条

８ 居宅サービス計画等に沿ったサービスの提供 *17条 *51条の10

９ 身分を証する書類の携行 *19条 *51条の12

10 サービスの提供の記録 *20条 *51条の13

11 利用料等の受領 93条 91条

12 保険給付の請求のための証明書の交付 *22条 *52条の2

13 指定居宅療養管理指導の基本取扱方針 94条 (95条)

14 指定居宅療養管理指導の具体的取扱方針 95条 (96条)

15 利用者に関する市町村への通知 *27条 *52条の3

16 管理者の責務 *56条 *54条

17 運営規程 96条 92条

18 勤務体制の確保等 *32条 *73条の2

19 業務継続計画の策定等 *32条の2 *55条の2の2

20 衛生管理等 *33条 *55条の3

21 掲示 *34条 *55条の4

22 秘密保持等 *35条 *55条の5

23 居宅介護支援事業者等に対する利益供与の禁止 *37条 *55条の7

24 苦情処理 *38条 *55条の8

25 地域との連携等 *39条 *55条の9

26 事故発生時の対応 *40条 *55条の10

27 虐待の防止 *40条の2 *55条の10の2

28 会計の区分 *41条 *55条の11

29 記録の整備 97条 93条

30 指定介護予防居宅療養管理指導の基本取扱方針 － 95条

31 指定介護予防居宅療養管理指導の具体的取扱方針 － 96条

（*）居宅基準条例第98条による準用、予防基準条例第94条による準用 
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１ 内容及び手続の説明及び同意 

◎サービス提供の開始に際しては、利用申込者又は家族に対し、サービスの選択に資すると認

められる重要事項を記載した文書（重要事項説明書）を交付して十分説明を行い、サービス

提供の開始について利用申込者の同意を得ること。 

〔重要事項説明書に記載すべき事項〕 

①運営規程の概要 

②医師等の勤務体制 

 ③事故発生時の対応 

 ④苦情処理の体制 

 ⑤その他（秘密保持、衛生管理、緊急時の対応など） 

※分かりやすい説明書やパンフレット等を交付して、懇切丁寧な説明を行うこと 

※利用者及び事業者双方の保護の立場から、書面による同意を得ることが望ましい 

サービス提供に際しての留意点 

①利用申込者又は家族に対する重要事項説明書による説明 

   ↓ 

②重要事項説明書についての同意［重要事項説明書］ 

   ↓ 

③利用者（又は代理人）と事業者との契約［契約書］ 

   ↓ 

④利用者及び家族からの個人情報の利用の同意［同意書］（基準条例35条３項） 

基準条例［準用］ 解釈通知［準用］ 

第４節 運営に関する基準 

（内容及び手続の説明及び同意） 

第９条 指定居宅療養管理指導事業者は、指定居

宅療養管理指導の提供の開始に際し、あらかじ

め、利用申込者又はその家族に対し、第96条に

規定する運営規程の概要、居宅療養管理指導従

業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービ

スの選択に資すると認められる重要事項を記し

た文書を交付して説明を行い、当該提供の開始

について利用申込者の同意を得なければならな

い。 

２ 指定居宅療養管理指導事業者は、利用申込者

又はその家族からの申出があった場合には、前

項の規定による文書の交付に代えて、第５項で

定めるところにより、当該利用申込者又はその

家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事

項を電子情報処理組織を使用する方法その他の

情報通信の技術を利用する方法であって次に掲

げるもの（以下この条において「電磁的方法」

という。）により提供することができる。この場

合において、当該指定居宅療養管理指導事業者

は、当該文書を交付したものとみなす。 

  ＜以下略（電磁的方法部分）＞ 

３ 運営に関する基準 

(２)内容及び手続の説明及び同意 

居宅基準条例第９条は、指定居宅療養管理指

導事業者は、利用者に対し適切な指定居宅療養

管理指導を提供するため、その提供の開始に際

し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対

し、当該指定居宅療養管理指導事業所の運営規

程の概要、居宅療養管理指導従業者の勤務体制、

事故発生時の対応、苦情処理の体制等の利用申

込者がサービスを選択するために必要な重要事

項について、わかりやすい説明書やパンフレッ

ト等（当該指定居宅療養管理指導事業者が、他

の介護保険に関する事業を併せて実施している

場合、当該パンフレット等について、一体的に

作成することは差し支えないものとする。）の文

書を交付して懇切丁寧に説明を行い、当該事業

所から指定居宅療養管理指導の提供を受けるこ

とにつき同意を得なければならないこととした

ものである。なお、当該同意については、利用

者及び指定居宅療養管理指導事業者双方の保護

の立場から書面によって確認することが望まし

いものである。 

予防基準条例第51条の2＝同旨
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２ 提供拒否の禁止 

◎正当な理由なくサービス提供を拒んではならない。     

〔正当な理由〕 

 ①当該事業所の現員からは利用申込に応じきれない場合 

 ②利用申込者の居住地が当該事業所の通常の事業の実施地域外である場合 

 ③利用申込者の病状等により、自ら適切な居宅療養管理指導の提供が困難と判断した

場合 

基準条例［準用］ 解釈通知［準用］ 

（提供拒否の禁止） 

第10条 指定居宅療養管理指導事業者は、正当な

理由なく指定居宅療養管理指導の提供を拒んで

はならない。 

(３)提供拒否の禁止 

居宅基準条例第10条は、指定居宅療養管理指

導事業者は、原則として、利用申込に対しては

応じなければならないことを規定したものであ

り、特に、要介護度や所得の多寡を理由にサー

ビスの提供を拒否することを禁止するものであ

る。提供を拒むことのできる正当な理由がある

場合とは、①当該事業所の現員からは利用申込

に応じきれない場合、②利用申込者の居住地が

当該事業所の通常の事業の実施地域外である場

合、その他利用申込者に対し自ら適切な指定居

宅療養管理指導を提供することが困難な場合で

ある。 

予防基準条例第51条の3＝同旨

３ サービス提供困難時の対応 

◎利用申込者に対し自ら適切なサービス提供が困難な場合は、必要な措置（居宅介護支援事業

者への連絡、適当な他の指定居宅療養管理指導事業者等の紹介など）を速やかに講じること。 

基準条例［準用］ 解釈通知［準用］ 

（サービス提供困難時の対応） 

第11条 指定居宅療養管理指導事業者は、当該指

定居宅療養管理指導事業所の通常の事業の実施

地域（当該事業所が通常時に当該サービスを提

供する地域をいう。以下同じ。）等を勘案し、

利用申込者に対し自ら適切な指定居宅療養管理

指導を提供することが困難であると認めた場合

は、当該利用申込者に係る居宅介護支援事業者

への連絡、適当な他の指定居宅療養管理指導事

業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講

じなければならない。 

(４)サービス提供困難時の対応 

指定居宅療養管理指導事業者は、居宅基準条

例第10条の正当な理由により、利用申込者に対

し自ら適切な指定居宅療養管理指導を提供する

ことが困難であると認めた場合には、居宅基準

条例第11条の規定により、当該利用申込者に係

る居宅介護支援事業者への連絡、適当な他の指

定居宅療養管理指導事業者等の紹介その他の必

要な措置を速やかに講じなければならないもの

である。 

予防基準条例第51条の4＝同旨
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４ 受給資格等の確認 

◎利用者の被保険者証により、①被保険者資格、②要介護認定(要支援認定)の有無、③要介護

認定(要支援認定)の有効期間を確認すること。 

◎被保険者証に認定審査会意見が記載されているときは、その意見に配慮したサービス提供に

努めること。 

基準条例［準用］ 解釈通知［準用］ 

（受給資格等の確認） 

第12条 指定居宅療養管理指導事業者

は、指定居宅療養管理指導の提供を

求められた場合は、その者の提示す

る被保険者証によって、被保険者資

格、要介護認定の有無及び要介護認

定の有効期間を確かめるものとす

る。 

２ 指定居宅療養管理指導事業者は、

前項の被保険者証に、法第73条第２

項に規定する認定審査会意見が記載

されているときは、当該認定審査会

意見に配慮して、指定居宅療養管理

指導を提供するように努めなければ

ならない。 

(５)受給資格等の確認 

① 居宅基準第12条第１項は、指定居宅療養管理指導の利用

に係る費用につき保険給付を受けることができるのは、要

介護認定を受けている被保険者に限られるものであること

を踏まえ、指定居宅療養管理指導事業者は、指定居宅療養

管理指導の提供の開始に際し、利用者の提示する被保険者

証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護

認定の有効期間を確かめなければならないこととしたもの

である。 

② 同条第２項は、利用者の被保険者証に、指定居宅サービ

スの適切かつ有効な利用等に関し当該被保険者が留意すべ

き事項に係る認定審査会意見が記載されているときは、指

定居宅療養管理指導事業者は、これに配慮して指定居宅療

養管理指導を提供するように努めるべきことを規定したも

のである。 

予防基準条例第51条の5＝同旨

５ 要介護認定等の申請に係る援助 

◎指定居宅療養管理指導の提供の開始に際し、要介護認定等を受けていない利用申込者につい

ては、必要に応じて申請の援助を行うこと。 

◎居宅介護支援事業者等を利用していない利用者については、更新申請が遅くとも有効期間満

了日の３０日前までに行われるよう援助を行うこと。 

基準条例［準用］ 解釈通知［準用］ 

（要介護認定の申請に係る援助） 

第13条 指定居宅療養管理指導事業者

は、指定居宅療養管理指導の提供の

開始に際し、要介護認定を受けてい

ない利用申込者については、要介護

認定の申請が既に行われているかど

うかを確認し、申請が行われていな

い場合は、当該利用申込者の意思を

踏まえて速やかに当該申請が行われ

るよう必要な援助を行わなければな

らない。 

２ 指定居宅療養管理指導事業者は、

居宅介護支援（これに相当するサー

ビスを含む。）が利用者に対して行わ

れていない等の場合であって必要と

認めるときは、要介護認定の更新の

申請が、遅くとも当該利用者が受け

ている要介護認定の有効期間が終了

する30日前にはなされるよう、必要

な援助を行わなければならない。 

(６)要介護認定の申請に係る援助 

① 居宅基準条例第13条第１項は、要介護認定の申請がなさ

れていれば、要介護認定の効力が申請時に遡ることにより、

指定居宅療養管理指導の利用に係る費用が保険給付の対象

となり得ることを踏まえ、指定居宅療養管理指導事業者は、

利用申込者が要介護認定を受けていないことを確認した場

合には、要介護認定の申請が既に行われているかどうかを

確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の

意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援

助を行わなければならないこととしたものである。 

② 同条第２項は、要介護認定の有効期間が原則として６か

月ごとに終了し、継続して保険給付を受けるためには要介

護更新認定を受ける必要があること及び当該認定が申請の

日から30日以内に行われることとされていることを踏ま

え、指定居宅療養管理指導事業者は、居宅介護支援（これに

相当するサービスを含む。）が利用者に対して行われていな

い等の場合であって必要と認めるときは、要介護認定の更

新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要介護認定

の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援

助を行わなければならないこととしたものである。 

予防基準第51条の6（要支援認定の申請に係る援助）＝同旨 
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６ 心身の状況等の把握 

◎サービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、病歴、その置かれている環境、他の

保健医療サービス・福祉サービスの利用状況等を把握するよう努めること。 

基準条例［準用］ 解釈通知 

（心身の状況等の把握） 

第14条 指定居宅療養管理指導事業者は、指定居宅療養管理指導

の提供に当たっては、利用者に係る居宅介護支援事業者が開催

するサービス担当者会議（指定居宅介護支援等の事業の人員及

び運営に関する基準（平成11年厚生省令第38号）第13条第９号

に規定するサービス担当者会議をいう。以下同じ。）等を通じて、

利用者の心身の状況、病歴、服薬歴、その置かれている環境、他

の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努

めなければならない。 

予防基準条例第51条の7＝同旨

７ 居宅介護支援事業者等との連携 

◎指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、居宅介護支援事業者や保健医療サービス・福祉

サービスを提供する者との密接な連携に努めること。 

◎指定居宅療養管理指導の提供の終了に際しては、利用者又は家族に対して適切な指導を行う

とともに、主治医及び居宅介護支援事業者に対する情報の提供、保健医療サービス・福祉サ

ービスを提供する者との密接な連携に努めること。 

基準条例[準用] 解釈通知 

（居宅介護支援事業者等との連携） 

第69条 指定居宅療養管理指導事業者は、指定居宅療養管理指導

を提供するに当たっては、居宅介護支援事業者その他保健医療

サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努め

なければならない。 

２ 指定居宅療養管理指導事業者は、指定居宅療養管理指導の提

供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導

を行うとともに、主治の医師及び居宅介護支援事業者に対する

情報の提供並びに保健医療サービス又は福祉サービスを提供す

る者との密接な連携に努めなければならない。 

予防基準条例第69条（介護予防支援事業者等との連携）＝同旨 
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８ 居宅サービス計画等に沿ったサービスの提供 

◎居宅サービス計画が作成されている場合は、居宅サービス計画に沿った指定居宅療養管理指

導の提供を行うこと。 

〔居宅サービス計画の種類〕 

○居宅介護支援事業所で作成した居宅サービス計画（ケアプラン） 

○小規模多機能型居宅介護事業所・看護小規模多機能型居宅介護事業所で作成した居宅

サービス計画 

  …小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護では、事業所の介護支援

専門員が登録者のケアプランを作成 

○利用者が自分で作成し、市町村に届け出た計画（自己プラン）

基準条例［準用］ 解釈通知 

（居宅サービス計画に沿ったサービスの提供） 

第17条 指定居宅療養管理指導事業者は、居宅サービス計画（施行規則第

64条第１号ハ及びニに規定する計画を含む。以下同じ。）が作成されてい

る場合は、当該計画に沿った指定居宅療養管理指導を提供しなければな

らない。 

予防基準条例第51条の10（介護予防サービス計画に沿ったサービスの提供）＝同旨 

９ 身分を証する書類の携行 

◎居宅療養管理指導従業者は、事業所の名称・氏名を記載した身分証や名札等を携行し、利用

者又は家族から求められたときは提示すること。 

基準条例［準用］ 解釈通知［準用］ 

（身分を証する書類の携行）

第19条 指定居宅療養管理指

導事業者は、居宅療養管理

指導従業者に身分を証する

書類を携行させ、利用者又

はその家族から求められた

ときは、これを提示すべき

旨を指導しなければならな

い。 

(９)身分を証する書類の携行 

居宅基準条例第19条は、利用者が安心して指定居宅療養管理指導

の提供を受けられるよう、指定居宅療養管理指導事業者は、当該指

定居宅療養管理指導事業所の居宅療養管理指導従業者に身分を明

らかにする証書や名札等を携行させ、利用者又はその家族から求め

られたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならないこと

としたものである。この証書等には、当該指定居宅療養管理指導事

業所の名称、当該居宅療養管理指導従業者の氏名を記載するものと

し、当該居宅療養管理指導従業者の写真の貼付や職能の記載を行う

ことが望ましい。 

予防基準条例第51条の12＝同旨
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10 サービスの提供の記録 

◎サービスの利用状況等を、利用者の居宅サービス計画の書面又はサービス利用票等に記載す

ること。 

〔記載すべき事項〕 

   ○指定居宅療養管理指導の提供日、内容、保険給付の額 等 

◎提供した具体的なサービスの内容等について記録すること。（利用者から申出があった場合

には、文書の交付等によりその情報を提供すること。）  契約終了から２年間保存が必要 

〔記録すべき事項〕 

   ○指定居宅療養管理指導の提供日 

○具体的なサービスの内容 

○利用者の心身の状況         等 

具体的なサービスの内容等の記録の重要性 

○利用者に対するサービスの質の向上に繋がること 

  提供しているサービスが利用者の課題解決に繋がっているか、また自立支援のために

真に必要なサービスであるか等を、管理者が把握できるよう記録することにより、利用

者に対するサービスの質の向上に繋がる。 

○サービス内容や報酬請求が適正であることを証明する重要資料であること 

  事業者には、サービス内容や報酬請求が適正であることを保険者や県に対し証明する

責任がある。適正なサービスの挙証資料として、提供したサービスの具体的な内容の記

録が重要になる。 

※提供した具体的なサービスの内容、利用者の心身の状況などの記録が必要であり、単

に分類項目にチェックするだけの記録では不適当である。 

基準条例［準用］ 解釈通知［準用］ 

（サービスの提供の記録） 

第20条 指定居宅療養管理指導事業者は、

指定居宅療養管理指導を提供した際に

は、当該指定居宅療養管理指導の提供日

及び内容、当該指定居宅療養管理指導に

ついて法第41条第６項の規定により利用

者に代わって支払を受ける居宅介護サー

ビス費の額その他必要な事項を、利用者

の居宅サービス計画を記載した書面又は

これに準ずる書面に記載しなければなら

ない。 

２ 指定居宅療養管理指導事業者は、指定

居宅療養管理指導を提供した際には、提

供した具体的なサービスの内容等を記録

するとともに、利用者からの申出があっ

た場合には、文書の交付その他適切な方

法により、その情報を利用者に対して提

供しなければならない。 

(10)サービスの提供の記録 

① 居宅基準条例第20条第１項は、利用者及びサービス

事業者が、その時点での支給限度額の残額やサービス

の利用状況を把握できるようにするために、指定居宅

療養管理指導事業者は、指定居宅療養管理指導を提供

した際には、当該指定居宅療養管理指導の提供日、内

容、保険給付の額その他必要な事項を、利用者の居宅

サービス計画の書面又はサービス利用票等に記載し

なければならないこととしたものである。 

② 同条第２項は、当該指定居宅療養管理指導の提供

日、提供した具体的なサービスの内容、利用者の心身

の状況その他必要な事項を記録するとともに、サービ

ス事業者間の密接な連携等を図るため、利用者からの

申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法

により、その情報を利用者に対して提供しなければな

らないこととしたものである。 

また、「その他適切な方法」とは、例えば、利用者の

用意する手帳等に記載するなどの方法である。 

なお、提供した具体的なサービスの内容等の記録

は、居宅基準条例第97条第２項の規定に基づき、２年

間保存しなければならない。 

予防基準条例第51条の13＝同旨
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11 利用料等の受領 

◎法定代理受領の場合は、利用料の一部として、居宅介護サービス費用基準額の１割、２割又

は３割（保険給付の率が９割、８割又は７割でない場合は、それに応じた割合）の支払を受

けること。 

◎法定代理受領の場合の利用料と、それ以外の場合の利用料に不合理な差額を設けないこと。 

◎介護保険給付の対象となる指定居宅療養管理指導のサービスと明確に区分されるサービス

については、次のような方法により別の料金設定をして差し支えない。 

・利用者に、当該事業が指定居宅療養管理指導の事業とは別事業であり、当該サービス

が介護保険給付の対象とならないサービスであることを説明し、理解を得ること 

・当該事業の目的、運営方針、利用料等が、指定居宅療養管理指導事業所の運営規程と

は別に定められていること 

・会計が指定居宅療養管理指導の事業の会計と区分されていること 

◎通常の利用料のほか、次に掲げる費用の支払を受けることができる。ただし、あらかじめ、

利用者又は家族に対して説明し、同意を得なければならない。 

○指定居宅療養管理指導の提供に要する交通費の額（移動に要する実費） 

 ※通常の事業の実施地域の内外を問わない 

◎保険給付の対象となっているサービスと明確に区分されない曖昧な名目による費用の徴収

は認められない。 

≪領収書の交付≫ 

◎利用者からサービスの提供に要した費用の支払いを受ける際は、費用区分等を明確にした領

収証を交付すること。（介護保険法第41条第８項） 

◎利用料が医療費控除の対象となる場合もあるため、医療費控除が受けられる領収書を発行す

る必要がある。（下記通知参照） 

【介護保険最新情報Vol.565】（平成28年10月3日厚生労働省老健局振興課事務連絡） 

「介護保険制度下での居宅サービス等の対価に係る医療費控除の取扱いについて」 

                 （平成12年６月１日老発第509号） 
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国税庁タックスアンサー 

No.1127 医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価 

［平成31年4月1日現在法令等］ 

医療費控除の対象となる居宅サービス等の対価の概要 

介護保険制度の下で、介護サービス事業者から要介護者又は要支援者が提供を受ける居宅サービスや介護予

防サービスの対価のうち、療養上の世話の対価に相当する部分の金額は、医療費控除の対象となります。 

具体的には、居宅サービス等の種類により、医療費控除の対象となるかどうかをまとめると、次の表のとお

りです。 

医療費控除の対象（又は対象外）となる居宅サービス等の対価の概要の表 

 居宅サービス等の種類 

① 医療費控除の対

象となる居宅サービ

ス等 

訪問看護 

介護予防訪問看護 

訪問リハビリテーション 

介護予防訪問リハビリテーション 

居宅療養管理指導【医師等による管理・指導】 

介護予防居宅療養管理指導 

通所リハビリテーション【医療機関でのデイサービス】 

介護予防通所リハビリテーション 

短期入所療養介護【ショートステイ】 

介護予防短期入所療養介護 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護（一体型事業所で訪問看護を利用する

場合に限ります。） 

複合型サービス（上記の居宅サービスを含む組合せにより提供されるもの

（生活援助中心型の訪問介護の部分を除きます。）に限ります。） 

② ①の居宅サービ

ス等と併せて利用す

る場合のみ医療費控

除の対象となる居宅

サービス等 

訪問介護【ホームヘルプサービス】(生活援助(調理、洗濯、掃除等の家事

の援助)中心型を除きます。) 

夜間対応型訪問介護 

介護予防訪問介護（※平成30年3月末まで） 

訪問入浴介護 

介護予防訪問入浴介護 

通所介護【デイサービス】 

地域密着型通所介護（※平成28年4月1日から） 

認知症対応型通所介護 

小規模多機能型居宅介護 

介護予防通所介護（※平成30年3月末まで） 

介護予防認知症対応型通所介護 

介護予防小規模多機能型居宅介護 

短期入所生活介護【ショートステイ】 

介護予防短期入所生活介護 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護（一体型事業所で訪問看護を利用しな

い場合及び連携型事業所に限ります。） 

複合型サービス（上記①の居宅サービスを含まない組合せにより提供され

るもの（生活援助中心型の訪問介護の部分を除きます。）に限ります。） 

地域支援事業の訪問型サービス（生活援助中心のサービスを除きます。） 

地域支援事業の通所型サービス（生活援助中心のサービスを除きます。） 

③ 医療費控除の対

象外となる居宅サー

ビス等 

訪問介護（生活援助中心型） 

認知症対応型共同生活介護【認知症高齢者グループホーム】 

介護予防認知症対応型共同生活介護 

特定施設入居者生活介護【有料老人ホーム等】 

地域密着型特定施設入居者生活介護 

介護予防地域密着型特定施設入居者生活介護 

福祉用具貸与 
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介護予防福祉用具貸与 

複合型サービス（生活援助中心型の訪問介護の部分） 

地域支援事業の訪問型サービス（生活援助中心のサービスに限ります。） 

地域支援事業の通所型サービス（生活援助中心のサービスに限ります。） 

地域支援事業の生活支援サービス 

(注) 

１ 指定居宅サービス事業者（居宅サービス等を提供する事業者で都道府県知事が指定するもの

をいいます。）等が発行する領収書（居宅サービス計画又は介護予防サービス計画を作成した

事業所名が記載されたもの）に、医療費控除の対象となる医療費の額が記載されることとな

っています。 

２ 交通費のうち、通所リハビリテーションや短期入所療養介護を受けるため、介護老人保健施

設や指定介護療養型医療施設、介護医療院へ通う際に支払う費用で、通常必要なものは医療

費控除の対象となります。 

３ 高額介護サービス費として払戻しを受けた場合は、その高額介護サービス費を医療費の金額

から差し引いて医療費控除の金額を計算することとなります。 

４ 上記②の居宅サービス（①の居宅サービスと併せて利用しない場合に限ります。）又は③の居

宅サービスにおいて行われる介護福祉士等による喀痰吸引等の対価（居宅サービスの対価とし

て支払った額の10分の1に相当する金額）は、医療費控除の対象となります。 

（所法73、所令207、所規40の3、所基通73－6、平12･6課所4－9、4－11） 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1127.htm 
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「介護保険制度下での居宅サービス等の対価に係る医療費控除の取扱いについて」の別紙様式 

（様式例）

居宅サービス等利用料領収証 

（    年  月分） 

利用者氏名  

費用負担者氏名  続柄  

事業所名及び住所等                            印 

（住所：                         ）

居宅サービス計画又は

介護予防サービス計画

を作成した居宅介護支

援事業者等の名称 

Ｎo. サービス内容／種類 単価 
回数
日数

利用者負担額（保険・事業対象分）

①     円

②     円

③     円

④     円

⑤     円

Ｎo.
その他費用（保険給付対象外
のサービス） 

単価 
回数
日数

利用者負担額 

①     円

②     円

③     円

領収額 円 領収年月日 

    年  月  日 

うち医療費控除の対象となる金額          円

(注)１． 本様式例によらない領収証であっても、「居宅サービス計画又は介護予防サービス計画を

作成した事業者名」及び「医療費控除の対象となる金額」が記載されているものであれば

差し支えありません。 

     なお、利用者自らが居宅サービス計画又は介護予防計画を作成し、市町村に届出が受理

されている場合においては、「居宅サービス計画又は介護予防サービス計画を作成した居宅

介護支援事業所等の名称」欄に当該市町村名を記入してください。 

  ２． サービス利用料が区分支給限度基準額又は種類支給限度基準額を超える部分の金額につ

いては、「その他費用(保険給付対象外のサービス）」欄に記載してください。 

  ３． 訪問介護事業者にあっては、「うち医療費控除の対象となる金額」欄には、利用者負担額

（保険対象分）のうち、生活援助中心型に係る訪問介護以外のサービスに係る利用者負担

額（保険対象分）の合計額を記載してください。 

  ４．第一号事業に係る事業者にあっては、「うち医療費控除の対象となる金額」欄には、利用

者負担（事業対象分）のうち、旧介護予防訪問介護又は旧介護予防通所介護に相当するサ

ービスに係る利用者負担額（事業対象分）の合計額を記載してください。 

  ５．この領収証を発行する居宅サービス等事業者が、訪問看護、訪問リハビリテーション、居

宅療養管理指導、通所リハビリテーション、短期入所療養介護、定期巡回型訪問介護・看

護、複合型サービス、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居

宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション又は介護予防短期入所療養介護を提供

している場合には、これらのサービスに係る利用料についてもあわせて記入してください。 

  ６．医療費控除を受ける場合、この領収証を確定申告書に添付するか、確定申告の際に提示し

てください。



居宅療養管理指導 18 

基準条例 解釈通知 

（利用料等の受領） 

第93条 指定居宅療養管理指導事

業者は、法定代理受領サービス

に該当する指定居宅療養管理指

導を提供した際には、その利用

者から利用料の一部として、当

該指定居宅療養管理指導に係る

居宅介護サービス費用基準額か

ら当該指定居宅療養管理指導事

業者に支払われる居宅介護サー

ビス費の額を控除して得た額の

支払を受けるものとする。 

２ 指定居宅療養管理指導事業者

は、法定代理受領サービスに該

当しない指定居宅療養管理指導

を提供した際にその利用者から

支払を受ける利用料の額及び指

定居宅療養管理指導に係る居宅

介護サービス費用基準額と、健

康保険法第63条第１項又は高齢

者の医療の確保に関する法律第

64条第１項に規定する療養の給

付のうち指定居宅療養管理指導

に相当するものに要する費用の

額との間に、不合理な差額が生

じないようにしなければならな

い。 

３ 指定居宅療養管理指導事業者

は、前２項の支払を受ける額の

ほか、指定居宅療養管理指導の

提供に要する交通費の額の支払

を利用者から受けることができ

る。 

４ 指定居宅療養管理指導事業者

は、前項の費用の額に係るサー

ビスの提供に当たっては、あら

かじめ利用者又はその家族に対

し、当該サービスの内容及び費

用について説明を行い、利用者

の同意を得なければならない。

(２)利用料等の受領 

① 居宅基準条例第93条第１項及び第４項の規定は、居宅基準条

例第21条第１項及び第４項の規定と同趣旨であるため、第３の

一[＝訪問介護]の３の(11)の①及び④を参照されたい。 

┌ 第３の一の３の(11) ─────────────────┐

① 居宅基準条例第93条第１項は、指定居宅療養管理指導事業者

は、法定代理受領サービスとして提供される指定居宅療養管理

指導についての利用者負担として、居宅介護サービス費用基準

額の１割、２割又は３割（法第50条若しくは第60条又は第69条

第５項の規定の適用により保険給付の率が９割、８割又は７割

でない場合については、それに応じた割合）の支払を受けなけ

ればならないことを規定したものである。 

④ 同条第４項は、指定居宅療養管理指導事業者は、前項の交通

費の支払を受けるに当たっては、あらかじめ、利用者又はその

家族に対してその額等に関して説明を行い、利用者の同意を得

なければならないこととしたものである。 

└───────────────────────────┘

② 同条第２項の規定は、居宅基準条例第70条第２項の規定と基

本的に同趣旨であるため、第３の三[＝訪問看護]の３の(２)の

②を参照されたい。 

┌ 第３の三の３の(２) ─────────────────┐

② 同条第２項は、利用者間の公平及び利用者の保護の観点から、

法定代理受領サービスでない指定居宅療養管理指導を提供した

際にその利用者から支払を受ける利用料の額及び法定代理受領

サービスである指定居宅療養管理指導に係る費用の額と、医療

保険給付の対象となる健康保険法上の指定居宅療養管理指導の

費用の額の間に不合理な差異を設けてはならないこととしたも

のであること。 

  なお、そもそも介護保険給付、医療保険給付の給付対象とな

る居宅療養管理指導と明確に区分されるサービスについては、

第３の一[＝訪問介護]の３の(11)の②のなお書きを参照された

いこと。 

┌ 第３の一の３の(11) ─────────────────┐

② ＜略＞ 

なお、そもそも介護保険給付の対象となる指定居宅療養管理

指導のサービスと明確に区分されるサービスについては、次の

ような方法により別の料金設定をして差し支えない。 

ア 利用者に、当該事業が指定居宅療養管理指導の事業とは別

事業であり、当該サービスが介護保険給付の対象とならない

サービスであることを説明し、理解を得ること。 

イ 当該事業の目的、運営方針、利用料等が、指定居宅療養管

理指導事業所の運営規程とは別に定められていること。 

ウ 会計が指定居宅療養管理指導の事業の会計と区分されてい

ること。 

└───────────────────────────┘

└───────────────────────────┘

③ 同条第３項は、指定居宅療養管理指導の提供に関して、前２

項の利用料のほかに、指定居宅療養管理指導の提供に要する交

通費（通常の事業の実施地域内の交通費を含む。）の額の支払を

利用者から受けることができることとし、保険給付の対象とな

っているサービスと明確に区分されないあいまいな名目による

費用の支払を受けることは認めないこととしたものである。 

予防基準条例第70条＝同旨
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12 保険給付の請求のための証明書の交付 

◎法定代理受領以外の利用料の支払いを受けた場合は、保険給付を請求する上で必要な事項を

記載したサービス提供証明書を利用者に交付すること。 

基準条例［準用］ 解釈通知［準用］ 

（保険給付の請求のための証明書の交付） 

第22条 指定居宅療養管理指導事業者は、法定代

理受領サービスに該当しない指定居宅療養管理

指導に係る利用料の支払を受けた場合は、提供

した指定居宅療養管理指導の内容、費用の額そ

の他必要と認められる事項を記載したサービス

提供証明書を利用者に対して交付しなければな

らない。 

(12)保険給付の請求のための証明書の交付 

居宅基準条例第22条は、利用者が市町村に対

する保険給付の請求を容易に行えるよう、指定

居宅療養管理指導事業者は、法定代理受領サー

ビスでない指定居宅療養管理指導に係る利用料

の支払を受けた場合は、提供した指定居宅療養

管理指導の内容、費用の額その他利用者が保険

給付を請求する上で必要と認められる事項を記

載したサービス提供証明書を利用者に対して交

付しなければならないこととしたものである。

予防基準条例第52条の2＝同旨
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13 指定(介護予防)居宅療養管理指導の基本取扱方針 

◎指定居宅療養管理指導は、要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、計画的に行

うこと。 

◎自らその提供する指定居宅療養管理指導の質の評価を行い、常にその改善を図ること。 

（介護予防居宅療養管理指導） 

◎指定介護予防居宅療養管理指導は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、

計画的に行うこと。 

◎自らその提供する指定介護予防居宅療養管理指導の質の評価を行い、常にその改善を図

ること。 

◎指定居宅療養管理指導の目的は、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した

日常生活を営むことができるよう支援することであることを常に意識してサービス提

供に当たること。 

◎利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの

提供に努めること。 

基準条例 解釈通知 

（指定居宅療養管理指導の基本取扱方針） 

第94条 指定居宅療養管理指導は、利用者の要介護状態の軽減又は悪

化の防止に資するよう、計画的に行われなければならない。 

２ 指定居宅療養管理指導事業者は、自らその提供する指定居宅療養

管理指導の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

（指定介護予防居宅療養管理指導の基本取扱方針） 

第95条 指定介護予防居宅療養管理指導は、利用者の介護予防に資す

るよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。 

２ 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、自らその提供する指定

介護予防居宅療養管理指導の質の評価を行い、常にその改善を図ら

なければならない。 

３ 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、指定介護予防居宅療養

管理指導の提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならな

いで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的

とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなけ

ればならない。 

４ 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、利用者がその有する能

力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供

に努めなければならない。
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14 指定(介護予防)居宅療養管理指導の具体的取扱方針 

【医師又は歯科医師】 

◎訪問診療等により常に利用者の病状及び心身の状況を把握し、計画的かつ継続的な医学的管

理又は歯科医学的管理に基づいて、居宅介護支援事業者等に対する居宅サービス計画の作成

等に必要な情報提供並びに利用者・家族に対し、居宅サービスの利用に関する留意事項、介

護方法等についての指導・助言等を行うこと。 

◎利用者・家族からの介護に関する相談に懇切丁寧に応ずるとともに、利用者・家族に対し、

療養上必要な事項等について、理解しやすいように指導・助言を行うこと。（指導・助言に

ついては、療養上必要な事項等を記載した文書を交付するよう努めること。） 

◎次の場合には、居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対し、居宅サービス計画の作

成、居宅サービスの提供等に必要な情報提供・助言を行うこと。（情報提供・助言は、原則

として、サービス担当者会議への参加により行うこと。参加が困難な場合は、原則として、

情報提供・助言の内容を記載した文書を交付して行うこと。） 

・療養上適切な居宅サービスが提供されるために必要があると認める場合 

・居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者から求めがあった場合 

◎それぞれの利用者について、提供した指定居宅療養管理指導の内容について、速やかに診療

録に記録すること。 

【薬剤師】 

◎医師又は歯科医師の指示（薬局の薬剤師による指定居宅療養管理指導にあっては、医師又

は歯科医師の指示に基づき当該薬剤師が策定した薬学的管理指導計画）に基づき、利用者

の心身機能の維持回復を図り、居宅における日常生活の自立に資するよう、妥当適切に行

うこと。 

◎指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者・家族

に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導・説明を行うこと。 

◎常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者に

対し適切なサービスを提供すること。 

◎次の場合には、居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対し、居宅サービス計画の作

成、居宅サービスの提供等に必要な情報提供・助言を行うこと。（情報提供・助言は、原則

として、サービス担当者会議への参加により行うこと。参加が困難な場合は、原則として、

情報提供・助言の内容を記載した文書を交付して行うこと。） 

・療養上適切な居宅サービスが提供されるために必要があると認める場合 

・居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者から求めがあった場合 

◎それぞれの利用者について、提供した指定居宅療養管理指導の内容について、速やかに診

療記録を作成［※注］するとともに、医師又は歯科医師に報告すること。 

【歯科衛生士又は管理栄養士】 

◎医師又は歯科医師の指示（薬局の薬剤師による指定居宅療養管理指導にあっては、医師又

は歯科医師の指示に基づき当該薬剤師が策定した薬学的管理指導計画）に基づき、利用者

の心身機能の維持回復を図り、居宅における日常生活の自立に資するよう、妥当適切に行

うこと。 

◎指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者・家族

に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導・説明を行うこと。 
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◎常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者に

対し適切なサービスを提供すること。 

◎それぞれの利用者について、提供した指定居宅療養管理指導の内容について、速やかに診

療記録を作成［※注］するとともに、医師又は歯科医師に報告すること。 

［※注］薬剤師、歯科衛生士、管理栄養士が記録するべき事項 

 ○指定居宅療養管理指導を実施した要介護者等の氏名 

○実施日時 

○実施した居宅療養管理指導の要点 

○担当者の氏名 

基準条例 解釈通知 

（指定居宅療養管理指導の具体的取扱方針） 

第95条 医師又は歯科医師の行う指定居宅療養管理指導の

方針は、次に掲げるところによるものとする。 

  ⑴ 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、訪問診

療等により常に利用者の病状及び心身の状況を把握

し、計画的かつ継続的な医学的管理又は歯科医学的管

理に基づいて、居宅介護支援事業者等に対する居宅サ

ービス計画の作成等に必要な情報提供並びに利用者又

はその家族に対し、居宅サービスの利用に関する留意

事項、介護方法等についての指導、助言等を行う。 

  ⑵ 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、利用者

又はその家族からの介護に関する相談に懇切丁寧に応

ずるとともに、利用者又はその家族に対し、療養上必

要な事項等について、理解しやすいように指導又は助

言を行う。 

  ⑶ 前号に規定する利用者又はその家族に対する指導又

は助言については、療養上必要な事項等を記載した文

書を交付するよう努めなければならない。 

  ⑷ 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、療養上

適切な居宅サービスが提供されるために必要があると

認める場合又は居宅介護支援事業者若しくは居宅サー

ビス事業者から求めがあった場合は、居宅介護支援事

業者又は居宅サービス事業者に対し、居宅サービス計

画の作成、居宅サービスの提供等に必要な情報提供又

は助言を行う。 

  ⑸ 前号に規定する居宅介護支援事業者又は居宅サービ

ス事業者に対する情報提供又は助言については、原則

として、サービス担当者会議に参加することにより行

わなければならない。 

  ⑹ 前号の場合において、サービス担当者会議への参加

によることが困難な場合については、居宅介護支援事

業者又は居宅サービス事業者に対して、原則として、

情報提供又は助言の内容を記載した文書を交付して行

わなければならない。 

  ⑺ それぞれの利用者について、提供した指定居宅療養

管理指導の内容について、速やかに診療録に記録する。

２ 薬剤師の行う指定居宅療養管理指導の方針は、次に掲

げるところによるものとする。 

  ⑴ 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、医師又

(２)指定居宅療養管理指導の具体的取扱

方針 

  指定居宅療養管理指導の具体的取扱

方針については、居宅基準条例第95条

の定めるところによるほか、次の点に

留意するものとする。 

 ① 医師又は歯科医師の行う指定居宅

療養管理指導は、訪問診療等により

常に利用者の病状及び心身の状況を

把握し、計画的な医学的管理又は歯

科医学的管理を行っている要介護者

に対して行うものであり、サービス

の提供状況に応じた指導又は助言が

行えるよう日頃から居宅介護支援事

業者又は居宅サービス事業者と連携

を図ること。 

 ② 指定居宅療養管理指導事業者は、

要介護者にサービスを提供している

事業者に対して、サービス担当者会

議への参加や文書の交付等を通じ、

必要に応じて迅速に指導又は助言を

行うために、日頃からサービスの提

供事業者や提供状況を把握するよう

に努めること。 

 ③ 薬剤師、歯科衛生士及び管理栄養

士は、指定居宅療養管理指導を行っ

た際には、速やかに、指定居宅療養管

理指導を実施した要介護者等の氏

名、実施日時、実施した居宅療養管理

指導の要点及び担当者の氏名を記録

すること。 
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は歯科医師の指示（薬局の薬剤師による指定居宅療養

管理指導にあっては、医師又は歯科医師の指示に基づ

き当該薬剤師が策定した薬学的管理指導計画）に基づ

き、利用者の心身機能の維持回復を図り、居宅におけ

る日常生活の自立に資するよう、妥当適切に行う。 

  ⑵ 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、懇切丁

寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、

療養上必要な事項について、理解しやすいように指導

又は説明を行う。 

  ⑶ 常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれてい

る環境の的確な把握に努め、利用者に対し適切なサー

ビスを提供する。 

⑷ 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、療養上

適切な居宅サービスが提供されるために必要がある

と認める場合又は居宅介護支援事業者若しくは居宅

サービス事業者から求めがあった場合は、居宅介護支

援事業者又は居宅サービス事業者に対し、居宅サービ

ス計画の作成、居宅サービスの提供等に必要な情報提

供又は助言を行う。 

 ⑸ 前号に規定する居宅介護支援事業者又は居宅サービ

ス事業者に対する情報提供又は助言については、原則

として、サービス担当者会議に参加することにより行

わなければならない。 

 ⑹ 前号の場合において、サービス担当者会議への参加

によることが困難な場合については、居宅介護支援事

業者又は居宅サービス事業者に対して、原則として、

情報提供又は助言の内容を記載した文書を交付して行

わなければならない。 

  ⑺ それぞれの利用者について、提供した指定居宅療養

管理指導の内容について、速やかに診療記録を作成す

るとともに、医師又は歯科医師に報告する。 

３ 歯科衛生士又は管理栄養士の行う指定居宅療養管理指

導の方針は、次に掲げるところによるものとする。 

 ⑴ 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、医師又

は歯科医師の指示に基づき、利用者の心身機能の維持

回復を図り、居宅における日常生活の自立に資するよ

う、妥当適切に行う。 

 ⑵ 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、懇切丁

寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、

療養上必要な事項について、理解しやすいように指導

又は説明を行う。 

 ⑶ 常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれてい

る環境の的確な把握に努め、利用者に対し適切なサー

ビスを提供する。 

 ⑷ それぞれの利用者について、提供した指定居宅療養

管理指導の内容について、速やかに診療記録を作成す

るとともに、医師又は歯科医師に報告する。 

予防基準条例第96条＝同旨
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15 利用者に関する市町村への通知 

◎利用者が次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付して市町村に通知するこ

と。 

契約終了から２年間保存が必要 

〔市町村に通報すべき場合〕 

①正当な理由なしに指定居宅療養管理指導の利用に関する指示に従わないことにより、

要介護状態の程度を増進させたとき 

②偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき 

基準条例［準用］ 解釈通知［準用］ 

（利用者に関する市町村への通知） 

第27条 指定居宅療養管理指導事業者は、指定居

宅療養管理指導を受けている利用者が次の各号

のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見

を付してその旨を市町村に通知しなければなら

ない。 

  ⑴ 正当な理由なしに指定居宅療養管理指導の

利用に関する指示に従わないことにより、要

介護状態の程度を増進させたと認められると

き。 

⑵ 偽りその他不正な行為によって保険給付を

受け、又は受けようとしたとき。 

(15)利用者に関する市町村への通知 

居宅基準条例第27条は、偽りその他不正な行

為によって保険給付を受けた者及び自己の故意

の犯罪行為又は重大な過失等により、要介護状

態又はその原因となった事故を生じさせるなど

した者については、市町村が、法第22条第１項

に基づく既に支払った保険給付の徴収又は法第

64条に基づく保険給付の制限を行うことができ

ることに鑑み、指定居宅療養管理指導事業者が、

その利用者に関し、保険給付の適正化の観点か

ら市町村に通知しなければならない事由を列記

したものである。 

予防基準条例第52条の3＝同旨

16 管理者の責務 

◎管理者は、定められた責務を果たすこと。 

〔管理者の行うべき事項〕 

①当該事業所の従業者の管理及び指定居宅療養管理指導の利用の申込みに係る調整、業

務の実施状況の把握などの一元的な管理 

②従業者に運営基準を遵守させるために必要な指揮命令 

基準条例［準用］ 解釈通知［準用］ 

（管理者の責務） 

第56条 指定居宅療養管理指導事業所の管理者

は、指定居宅療養管理指導事業所の従業者の管

理及び指定居宅療養管理指導の利用の申込みに

係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理

を一元的に行うものとする。 

２ 指定居宅療養管理指導事業所の管理者は、当

該指定居宅療養管理指導事業所の従業者にこの

節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行

うものとする。 

(４)管理者の責務 

居宅基準条例第56条は、指定居宅療養管理指

導事業所の管理者の責務を、指定居宅療養管理

指導事業所の従業者の管理及び指定居宅療養管

理指導の利用の申込みに係る調整、業務の実施

状況の把握その他の管理を一元的に行うととも

に、当該指定居宅療養管理指導事業所の従業者

に居宅基準の第６章第４節[＝居宅療養管理指

導の運営基準]の規定を遵守させるため必要な

指揮命令を行うこととしたものである。 

予防基準条例第54条＝同旨
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17 運営規程 

◎事業所ごとに、事業の運営についての重要事項に関する規程（運営規程）を定めておくこと。 

〔運営規程に定めるべき事項〕 
①事業の目的及び運営の方針 
②従業者の職種、員数及び職務内容 
③営業日及び営業時間 
④指定居宅療養管理指導の種類及び利用料その他の費用の額 
⑤通常の事業の実施地域 
⑥虐待の防止のための措置に関する事項 
⑦その他運営に関する重要事項 

基準条例 解釈通知 

（運営規程） 

第96条 指定居宅療養管理指導事業者は、指定

居宅療養管理指導事業所ごとに、次に掲げる

事業の運営についての重要事項に関する規

程（以下この章において「運営規程」という。）

を定めておかなければならない。 

  ⑴ 事業の目的及び運営の方針 

  ⑵ 従業者の職種、員数及び職務の内容 

  ⑶ 営業日及び営業時間 

  ⑷ 指定居宅療養管理指導の種類及び利用

料その他の費用の額 

  ⑸ 通常の事業の実施地域 

 ⑹ 虐待の防止のための措置に関する事項 

  ⑺ その他運営に関する重要事項 

(３)運営規程 

居宅基準条例第96条は、指定居宅療養管理指導

の事業の適正な運営及び利用者に対する適切な指

定居宅療養管理指導の提供を確保するため、同条

第１号から第７号までに掲げる事項を内容とする

規程を定めることを指定居宅療養管理指導事業所

ごとに義務づけたものであること。なお、第４号

の「指定居宅療養管理指導の種類」としては、当該

事業所により提供される指定居宅療養管理指導の

提供者の職種（医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生

士、管理栄養士）ごとの種類を規定するものであ

ること。 

第３の一[＝訪問介護]の３の(19)から 

なお、同一事業者が同一敷地内にある事業所にお

いて、複数のサービス種類について事業者指定を

受け、それらの事業を一体的に行う場合において

は、運営規程を一体的に作成することも差し支え

ない（この点については他のサービス種類につい

ても同様とする。）。 

① 従業者の職種、員数及び職務の内容（第２号）

従業者の「員数」は日々変わりうるものである

ため、業務負担軽減等の観点から、規程を定める

に当たっては、居宅基準条例第91条において置く

べきとされている員数を満たす範囲において、「○

人以上」と記載することも差し支えない（居宅基

準条例第９条に規定する重要事項を記した文書に

記載する場合についても、同様とする。）（以下、他

のサービス種類についても同趣旨。）。 

 ② 利用料その他の費用の額（第４号） 

  「利用料」としては、法定代理受領サービスであ

る指定居宅療養管理指導に係る利用料（１割負

担、２割負担又は３割負担）及び法定代理受領サ

ービスでない指定居宅療養管理指導の利用料

を、「その他の費用の額」としては、居宅基準条

例第93条第３項により徴収が認められている交

通費の額及び必要に応じてその他のサービスに

係る費用の額を規定するものであること。 

⑤ 虐待の防止のための措置に関する事項（第７

号） 

（31）の虐待の防止に係る、組織内の体制（責任

者の選定、従業者への研修方法や研修計画等）や

虐待又は虐待が疑われる事案（以下「虐待等」とい

う。）が発生した場合の対応方法等を指す内容であ

ること（以下、他のサービス種類についても同趣

旨。）。 

予防基準条例第92条＝同旨
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18 勤務体制の確保等 

◎事業所ごとに、原則として月ごとの勤務表を作成し、居宅療養管理指導従業者の勤務の体制

を定めておくこと。 

〔居宅療養管理指導従業者について勤務表で定めておくべき事項〕 

○日々の勤務時間 

○職務の内容 

○常勤・非常勤の別 

○管理者との兼務関係 等 

※医療機関である事業所では、指定居宅療養管理指導に従事する居宅療養管理指導従業者

を明確にし、原則として月ごとの勤務表を作成し、職務の内容、常勤・非常勤の別等を

明確にすること 

◎雇用契約その他の契約により、当該事業所の管理者の指揮命令下にある居宅療養管理指導従

業者によって指定居宅療養管理指導を提供すること。 

※居宅療養管理指導に従事する従業者は、その職種によっては、労働者派遣法の規定によ

り、派遣労働者であってはならない 

◎居宅療養管理指導従業者の資質の向上のために、研修機関が実施する研修や当該事業所内の

研修への参加の機会を計画的に確保すること。 

◎適切な指定居宅療養管理指導の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動

又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによ

り居宅療養管理指導従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の

必要な措置を講じること。 

基準条例［準用］ 解釈通知［準用］ 

（勤務体制の確保等） 

第32条 指定居宅療養管理指導事業

者は、利用者に対し適切な指定居

宅療養管理指導を提供できるよ

う、指定居宅療養管理指導事業所

ごとに、居宅療養管理指導従業者

の勤務の体制を定めておかなけれ

ばならない。 

２ 指定居宅療養管理指導事業者

は、指定居宅療養管理指導事業所

ごとに、当該指定居宅療養管理指

導事業所の居宅療養管理指導従業

者によって指定居宅療養管理指導

を提供しなければならない。 

３ 指定居宅療養管理指導事業者

は、居宅療養管理指導従業者の資

質の向上のために、その研修の機

会を確保しなければならない。 

４ 指定居宅療養管理指導事業者

は、適切な指定居宅療養管理指導

の提供を確保する観点から、職場

において行われる性的な言動又は

優越的な関係を背景とした言動で

あって業務上必要かつ相当な範囲

を超えたものにより居宅療養管理

指導従業者の就業環境が害される

ことを防止するための方針の明確

化等の必要な措置を講じなければ

ならない。 

(21)勤務体制の確保等 

居宅基準条例第32条は、利用者に対する適切な指定居宅療

養管理指導の提供を確保するため、職員の勤務体制等につい

て規定したものであるが、次の点に留意する必要がある。 

① <略：準用での読み替え> 

② 同条第２項は、当該指定居宅療養管理指導事業所の居宅

療養管理指導従業者によって指定居宅療養管理指導を提

供するべきことを規定したものであるが、指定居宅療養管

理指導事業所の居宅療養管理指導従業者とは、雇用契約<

中略>その他の契約により、当該事業所の管理者の指揮命

令下にある居宅療養管理指導従業者を指すものであるこ

と。<後略> 

③ 同条第３項は、当該指定居宅療養管理指導事業所の従業

者たる居宅療養管理指導従業者の質の向上を図るため、研

修機関が実施する研修や当該事業所内の研修への参加の

機会を計画的に確保することとしたものであること。 

④ 同条第４項は、雇用の分野における男女の均等な機会及

び待遇の確保等に関する法律（昭和47年法律第113号）第11

条第１項及び労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇

用の安定及び職業生活の充実等に関する法律（昭和41年法

律第132号）第30条の２第１項の規定に基づき、事業主に

は、職場におけるセクシュアルハラスメントやパワーハラ

スメント（以下「職場におけるハラスメント」という。）の

防止のための雇用管理上の措置を講じることが義務づけ

られていることを踏まえ、規定したものである。事業主が

講ずべき措置の具体的内容及び事業主が講じることが望

ましい取組については、次のとおりとする。なお、セクシ
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ュアルハラスメントについては、上司や同僚に限らず、利

用者やその家族等から受けるものも含まれることに留意

すること。 

ア 事業主が講ずべき措置の具体的内容 

事業主が講ずべき措置の具体的な内容は、事業主が職

場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管

理上講ずべき措置等についての指針（平成18年厚生労働

省告示第615号）及び事業主が職場における優越的な関

係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理

上構ずべき措置等についての指針（令和２年厚生労働省

告示第５号。以下「パワーハラスメント指針」という。）

において規定されているとおりであるが、特に留意され

たい内容は以下のとおりである。 

ａ 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発 

職場におけるハラスメントの内容及び職場におけ

るハラスメントを行ってはならない旨の方針を明確

化し、従業者に周知・啓発すること。 

ｂ 相談（苦情を含む。以下同じ。）に応じ、適切に対

応するために必要な体制の整備 

相談に対応する担当者をあらかじめ定めること等

により、相談への対応のための窓口をあらかじめ定

め、労働者に周知すること。 

なお、パワーハラスメント防止のための事業主の方針

の明確化等の措置義務については、女性の職業生活にお

ける活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律

（令和元年法律第24号）附則第３条の規定により読み替

えられた労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用

の安定及び職業生活の充実等に関する法律第30条の２

第１項の規定により、中小企業（資本金が３億円以下又

は常時使用する従業員の数が300人以下の企業）は、令

和４年４月１日から義務化となり、それまでの間は努力

義務とされているが、適切な勤務体制の確保等の観点か

ら、必要な措置を講じるよう努められたい。 

イ 事業主が講じることが望ましい取組について 

パワーハラスメント指針においては、顧客等からの著

しい迷惑行為（カスタマーハラスメント）の防止のため

に、事業主が雇用管理上の配慮として行うことが望まし

い取組の例として、①相談に応じ、適切に対応するため

に必要な体制の整備、②被害者への配慮のための取組

（メンタルヘルス不調への相談対応、行為者に対して１

人で対応させない等）及び③被害防止のための取組（マ

ニュアル作成や研修の実施等、業種・業態等の状況に応

じた取組）が規定されている。介護現場では特に、利用

者又はその家族等からのカスタマーハラスメントの防

止が求められていることから、ア（事業者が講ずべき措

置の具体的内容）の必要な措置を講じるにあたっては、

「介護現場におけるハラスメント対策マニュアル」、

「（管理職・職員向け）研修のための手引き」等を参考

にした取組を行うことが望ましい。この際、上記マニュ

アルや手引きについては、以下の厚生労働省ホームペー

ジに掲載しているので参考にされたい。 

（https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05120.html）

第３の五の３の(８)の②より 

 ② 準用される居宅基準条例第32条については、居宅療養管

理指導従業者は、その職種によっては、労働者派遣法に規

定する派遣労働者であってはならないものであること。 

予防基準条例第73条の2＝同旨
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19 業務継続計画の策定等 

◎感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅療養管理指導の提供を継続的

に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続

計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じること（令和６年３月

31日までの間は、努力義務）。

◎居宅療養管理指導従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び

訓練を定期的に実施すること。 

◎定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うこと。 

基準条例［準用］ 解釈通知［準用］ 

 （業務継続計画の策定等） 

第32条の２ 指定居宅療養管理指導事業

者は、感染症や非常災害の発生時にお

いて、利用者に対する指定居宅療養管

理指導の提供を継続的に実施するため

の、及び非常時の体制で早期の業務再

開を図るための計画（以下「業務継続

計画」という。）を策定し、当該業務継

続計画に従い必要な措置を講じなけれ

ばならない。

（７）業務継続計画の策定等 

① 居宅基準条例第32条の２は、指定居宅療養管理指導

事業者は、感染症や災害が発生した場合にあっても、

利用者が継続して指定居宅療養管理指導の提供を受け

られるよう、指定居宅療養管理指導の提供を継続的に

実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開

を図るための計画（以下「業務継続計画」という。）を

策定するとともに、当該業務継続計画に従い、居宅療

養管理指導従業者に対して、必要な研修及び訓練（シ

ミュレーション）を実施しなければならないこととし

たものである。なお、業務継続計画の策定、研修及び訓

練の実施については、居宅基準条例第32条の２に基づ

き事業所に実施が求められるものであるが、他のサー

ビス事業者との連携等により行うことも差し支えな

い。また、感染症や災害が発生した場合には、従業者が

連携し取り組むことが求められることから、研修及び

訓練の実施にあたっては、全ての従業者が参加できる

ようにすることが望ましい。 

なお、当該義務づけの適用に当たっては、島根県指

定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関す

る基準等を定める条例等の一部を改正する条例（令和

３年島根県条例第11号。以下「令和３年改正条例」と

いう。）附則第３項において、３年間の経過措置を設け

ており、令和６年３月31日までの間は、努力義務とさ

れている。 

② 業務継続計画には、以下の項目等を記載すること。

なお、各項目の記載内容については、「介護施設・事業

所における新型コロナウイルス感染症発生時の業務継

続ガイドライン」及び「介護施設・事業所における自然

災害発生時の業務継続ガイドライン」を参照されたい。

また、想定される災害等は地域によって異なるもので

あることから、項目については実態に応じて設定する

こと。なお、感染症及び災害の業務継続計画を一体的

に策定することを妨げるものではない。 

ア 感染症に係る業務継続計画 

ａ 平時からの備え（体制構築・整備、感染症防止

に向けた取組の実施、備蓄品の確保等） 

ｂ初動対応 

ｃ 感染拡大防止体制の確立（保健所との連携、濃

厚接触者への対応、関係者との情報共有等） 

イ 災害に係る業務継続計画 

ａ 平常時の対応（建物・設備の安全対策、電気・

水道等のライフラインが停止した場合の対策、必

要品の備蓄等） 
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２ 指定居宅療養管理指導事業者は、居

宅療養管理指導従業者に対し、業務継

続計画について周知するとともに、必

要な研修及び訓練を定期的に実施しな

ければならない。

３ 指定居宅療養管理指導事業者は、定

期的に業務継続計画の見直しを行い、

必要に応じて業務継続計画の変更を行

うものとする。 

ｂ 緊急時の対応（業務継続計画発動基準、対応体制

等） 

ｃ 他施設及び地域との連携 

③ 研修の内容は、感染症及び災害に係る業務継続計画

の具体的内容を職員間に共有するとともに、平常時の

対応の必要性や、緊急時の対応にかかる理解の励行を

行うものとする。 

職員教育を組織的に浸透させていくために、定期的

（年１回以上）な教育を開催するとともに、新規採用

時には別に研修を実施することが望ましい。また、研

修の実施内容についても記録すること。なお、感染症

の業務継続計画に係る研修については、感染症の予防

及びまん延の防止のための研修と一体的に実施するこ

とも差し支えない。 

④ 訓練（シミュレーション）においては、感染症や災害

が発生した場合において迅速に行動できるよう、業務

継続計画に基づき、事業所内の役割分担の確認、感染

症や災害が発生した場合に実践するケアの演習等を定

期的（年１回以上）に実施するものとする。なお、感染

症の業務継続計画に係る訓練については、感染症の予

防及びまん延の防止のための訓練と一体的に実施する

ことも差し支えない。 

訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わない

ものの、机上及び実地で実施するものを適切に組み合

わせながら実施することが適切である。 

予防基準条例第55条の2の2＝同旨
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20 衛生管理等 

◎居宅療養管理指導従業者の清潔の保持及び健康状態について必要な管理を行うこと。 

※従業者が感染源となることを予防し、また従業者を感染の危険から守るため、使い捨て

の手袋等感染を予防するための備品等を備えるなどの対策を講じること 

◎事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に勤めること。 

◎事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の措置を講じること（令和６

年３月31日までの間は、努力義務）。 

 ①感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置その他の

情報通信機器を活用して行うことができるものとする。）をおおむね６月に１回以上開催

し、その結果について、居宅療養管理指導従業者に周知徹底を図ること。 

 ②感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。 

 ③居宅療養管理指導従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を

定期的に実施すること。 

基準条例［準用］ 解釈通知［準用］ 

（衛生管理等） 

第33条 指定居宅療養管理指導事業者

は、居宅療養管理指導従業者の清潔の

保持及び健康状態について、必要な管

理を行わなければならない。 

２ 指定居宅療養管理指導事業者は、指

定居宅療養管理指導事業所の設備及び

備品等について、衛生的な管理に努め

なければならない。 

３ 指定居宅療養管理指導事業者は、当

該指定居宅療養管理指導事業所におい

て感染症が発生し、又はまん延しない

ように、次の各号に掲げる措置を講じ

なければならない。 

 ⑴ 当該指定居宅療養管理指導事業者

における感染症の予防及びまん延の

防止のための対策を検討する委員会

（テレビ電話装置その他の情報通信

機器（以下「テレビ電話装置等」と

いう。）を活用して行うことができる

ものとする。）をおおむね６月に１回

以上開催するとともに、その結果に

ついて、居宅療養管理指導従業者に

周知徹底を図ること。 

 ⑵ 当該指定居宅療養管理指導事業者

における感染症の予防及びまん延の

防止のための指針を整備すること。

 ⑶ 当該指定居宅療養管理指導事業者

において、居宅療養管理指導従業者

に対し、感染症の予防及びまん延の

防止のための研修及び訓練を定期的

に実施すること。 

(５)衛生管理等 

① 居宅基準条例第33条第１項及び第２項は、指定居宅

療養管理指導事業者は、居宅療養管理指導従業者の清

潔の保持及び健康状態の管理並びに指定居宅療養管理

指導事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努める

べきことを規定したものである。特に、指定居宅療養

管理指導事業者は、居宅療養管理指導従業者が感染源

となることを予防し、また居宅療養管理指導従業者を

感染の危険から守るため、使い捨ての手袋等感染を予

防するための備品等を備えるなど対策を講じる必要が

ある。 

② 居宅基準条例第98条の規定により指定居宅療養管理

指導の事業について準用される居宅基準第33条第３項

に規定する感染症が発生し、又はまん延しないように

講ずるべき措置については、具体的には次のアからウ

までの取扱いとすること。各事項について、同項に基

づき事業所に実施が求められるものであるが、他のサ

ービス事業者との連携等により行うことも差し支えな

い。 

なお、当該義務付けの適用に当たっては、令和３年

改正条例附則第４項において、３年間の経過措置を設

けており、令和６年３月31日までの間は、努力義務と

されている。 

ア 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検

討する委員会 

当該事業所における感染対策委員会であり、感染対

策の知識を有する者を含む、幅広い職種により構成す

ることが望ましく、特に、感染症対策の知識を有する

者については外部の者も含め積極的に参画を得ること

が望ましい。構成メンバーの責任及び役割分担を明確

にするとともに、感染対策担当者を決めておくことが

必要である。感染対策委員会は、利用者の状況など事

業所の状況に応じ、おおむね６月に１回以上、定期的

に開催するとともに、感染症が流行する時期等を勘案

して必要に応じ随時開催する必要がある。 

感染対策委員会は、テレビ電話装置等を活用して行

うことができるものとする。この際、個人情報保護委
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員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個

人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働

省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライ

ン」等を遵守すること。 

なお、感染対策委員会は、他の会議体を設置してい

る場合、これと一体的に設置・運営することとして差

し支えない。また、事業所に実施が求められるもので

あるが、他のサービス事業者との連携等により行うこ

とも差し支えない。 

感染対策委員会は、居宅療養管理指導事業所の従業

者が１名である場合は、イの指針を整備することで、

委員会を開催しないことも差し支えない。この場合に

あっては、指針の整備について、外部の感染管理等の

専門家等と積極的に連携することが望ましい。 

イ 感染症の予防及びまん延の防止のための指針 

当該事業所における「感染症の予防及びまん延の

防止のための指針」には、平常時の対策及び発生時

の対応を規定する。 

平常時の対策としては、事業所内の衛生管理（環

境の整備等）、ケアにかかる感染対策（手洗い、標準

的な予防策）等、発生時の対応としては、発生状況

の把握、感染拡大の防止、医療機関や保健所、市町

村における事業所関係課等の関係機関との連携、行

政等への報告等が想定される。また、発生時におけ

る事業所内の連絡体制や上記の関係機関への連絡

体制を整備し、明記しておくことも必要である。 

なお、それぞれの項目の記載内容の例について

は、「介護現場における感染対策の手引き」を参照さ

れたい。 

ウ 感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び

訓練 

訪問入浴介護従業者に対する「感染症の予防及び

まん延の防止のための研修」の内容は、感染対策の

基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するととも

に、当該事業所における指針に基づいた衛生管理の

徹底や衛生的なケアの励行を行うものとする。 

職員教育を組織的に浸透させていくためには、当

該事業所が定期的な教育（年１回以上）を開催する

とともに、新規採用時には感染対策研修を実施する

ことが望ましい。また、研修の実施内容についても

記録することが必要である。 

なお、研修の実施は、厚生労働省「介護施設・事

業所の職員向け感染症対策力向上のための研修教

材」等を活用するなど、事業所内で行うものでも差

し支えなく、当該事業所の実態に応じ行うこと。 

また、平時から、実際に感染症が発生した場合を

想定し、発生時の対応について、訓練（シミュレー

ション）を定期的（年１回以上）に行うことが必要

である。訓練においては、感染症発生時において迅

速に行動できるよう、発生時の対応を定めた指針及

び研修内容に基づき、事業所内の役割分担の確認

や、感染対策をした上でのケアの演習などを実施す

るものとする。 

訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わな

いものの、机上及び実地で実施するものを適切に組

み合わせながら実施することが適切である。 

予防基準条例第55条の3＝同旨
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21 掲示 

◎事業所の見やすい場所に、利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲

示するか事業所内に書面を備える付けること。 

〔利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項〕 

①運営規程の概要 

②居宅療養管理指導従業者の勤務体制 

③秘密の保持 

④事故発生時の対応 

⑤苦情処理の体制 など 

基準条例［準用］ 解釈通知 

（掲示） 

第34条 指定居宅療養管理指導事業者は、指定居宅療

養管理指導事業所の見やすい場所に、運営規程の概

要、居宅療養管理指導従業者の勤務の体制その他の

利用申込者のサービスの選択に資すると認められ

る重要事項を掲示しなければならない。 

２ 指定居宅療養管理指導事業者は、前項に規定する

事項を記載した書面を当該指定居宅療養管理指導

事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に

自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲

示に代えることができる。 

（24）掲示 

① 居宅基準条例第34条第１項は、指定居

宅療養管理指導事業者は、運営規程の概

要、居宅療養管理指導従業者の勤務体制、

事故発生時の対応、苦情処理の体制等の

利用申込者のサービスの選択に資すると

認められる重要事項を指定居宅療養管理

指導事業所の見やすい場所に掲示するこ

とを規定したものであるが、次に掲げる

点に留意する必要がある。 

ア 事業所の見やすい場所とは、重要事

項を伝えるべき介護サービスの利用申

込者、利用者又はその家族に対して見

やすい場所のことであること。 

イ 居宅療養管理指導従業者の勤務体制

については、職種ごと、常勤・非常勤

ごと等の人数を掲示する趣旨であり、

居宅療養管理指導従業者の氏名まで掲

示することを求めるものではないこ

と。 

② 同条第２項は、重要事項を記載したフ

ァイル等を介護サービスの利用申込者、

利用者又はその家族等が自由に閲覧可能

な形で当該指定居宅療養管理指導事業所

内に備え付けることで同条第１項の掲示

に代えることができることを規定したも

のである。 

予防基準条例第55条の4＝同旨
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22 秘密保持等 

◎従業者は、正当な理由なく、業務上知り得た利用者又は家族の秘密を漏らさないこと。 

◎過去に事業所の従業者であった者が、正当な理由なく、これらの秘密を漏らさないよう必要

な措置を講じること。 

  ※従業者でなくなった後も秘密を保持すべき旨を、雇用時等に取り決め、例えば違約金に

ついて定めておくこと 

◎連携するサービス担当者間で利用者又は家族の個人情報を用いることについて、サービス提

供開始時に、利用者及び家族から包括的な同意を文書により得ておくこと。 

基準条例［準用］ 解釈通知［準用］ 

（秘密保持等） 

第35条 指定居宅療養管理指導事業所の従業者

は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利

用者又はその家族の秘密を漏らしてはならな

い。 

２ 指定居宅療養管理指導事業者は、当該指定居

宅療養管理指導事業所の従業者であった者が、

正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者

又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、

必要な措置を講じなければならない。 

３ 指定居宅療養管理指導事業者は、サービス担

当者会議等において、利用者の個人情報を用い

る場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人

情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらか

じめ文書により得ておかなければならない。 

(25)秘密保持等 

① 居宅基準条例第35条第１項は、指定居宅療養

管理指導事業所の居宅療養管理指導従業者その

他の従業者に、その業務上知り得た利用者又は

その家族の秘密の保持を義務づけたものであ

る。 

② 同条第２項は、指定居宅療養管理指導事業者

に対して、過去に当該指定居宅療養管理指導事

業所の居宅療養管理指導従業者その他の従業者

であった者が、その業務上知り得た利用者又は

その家族の秘密を漏らすことがないよう必要な

措置を取ることを義務づけたものであり、具体

的には、指定居宅療養管理指導事業者は、当該

指定居宅療養管理指導事業所の居宅療養管理指

導従業者その他の従業者が、従業者でなくなっ

た後においてもこれらの秘密を保持すべき旨

を、従業者との雇用時等に取り決め、例えば違

約金についての定めをおくなどの措置を講ずべ

きこととするものである。 

③ 同条第３項は、居宅療養管理指導従業者がサ

ービス担当者会議等において、課題分析情報等

を通じて利用者の有する問題点や解決すべき課

題等の個人情報を、介護支援専門員や他のサー

ビスの担当者と共有するためには、指定居宅療

養管理指導事業者は、あらかじめ、文書により

利用者又はその家族から同意を得る必要がある

ことを規定したものであるが、この同意は、サ

ービス提供開始時に利用者及びその家族から包

括的な同意を得ておくことで足りるものであ

る。 

予防基準条例第55条の5＝同旨

関連通知 

◎医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス 

：（平成29年4月14日通知、同年5月30日適用） 

◎「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」 

 に関するＱ&Ａ（事例集） 

 ：（平成29年5月30日適用） 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000027272.html
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23 居宅介護支援事業者等に対する利益供与の禁止 

◎居宅介護支援の公正中立性を確保するため、居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利

益供与を行わないこと。 

基準条例［準用］ 解釈通知［準用］ 

（居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止）

第37条 指定居宅療養管理指導事業者は、居宅介

護支援事業者又はその従業者に対し、利用者に

対して特定の事業者によるサービスを利用させ

ることの対償として、金品その他の財産上の利

益を供与してはならない。 

(27)居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止

居宅基準条例第37条は、居宅介護支援の公正

中立性を確保するために、指定居宅療養管理指

導事業者は、居宅介護支援事業者又はその従業

者に対し、利用者に対して特定の事業者による

サービスを利用させることの対償として、金品

その他の財産上の利益を供与してはならないこ

ととしたものである。 

予防基準条例第55条の7条（介護予防支援事業者に対する利益供与の禁止）＝同旨 

★居宅介護支援事業者・介護予防支援事業者又はその従業者の利益収受も、居宅介護支援・

介護予防支援の運営基準で禁じられているところであり、こうした利益供与・利益収受は

指定の取消等につながる重大な基準違反である。（接待・贈答・商品配布なども行わないこ

と。） 

★また、利用者に対して利用特典を付す行為も、不必要なサービス利用を助長し、自由なサ

ービス選択を妨げるなど、居宅介護支援・介護予防支援の適正な運用に影響を及ぼすの

で、これを行わないこと。 

24 苦情処理 

◎提供したサービスに関する利用者及び家族からの苦情に、迅速かつ適切に対応するために、

必要な措置を講じること。 

〔苦情処理に必要な措置〕 

○相談窓口、苦情処理の体制及び手順等、当該事業所における苦情を処理するために講

じる措置の概要を明らかにしておくこと 

○利用申込者又はその家族にサービスの内容を説明する文書に、苦情に対する措置の概

要についても併せて記載するとともに、事業所に掲示すること 

 事業者に直接苦情があった場合  

・事業者が組織として迅速かつ適切に対応するため、当該苦情の受付日、その内容等を記録

すること 契約終了から２年間保存が必要 

・苦情がサービスの質の向上を図る上での重要な情報であるとの認識に立ち、苦情の内容を

踏まえ、サービスの質の向上に向けた取組を自ら行うこと 

 市町村に苦情があった場合  

・市町村が行う文書等の提出・提示の求め、職員からの質問・照会に応じるとともに、利用

者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力すること 

・市町村から指導・助言を受けた場合は、それに従って必要な改善を行うこと（市町村から

の求めがあった場合には、改善の内容を市町村に報告すること） 

 国保連に苦情があった場合  

・利用者からの苦情に関して国保連が行う調査に協力すること 

・国保連から指導・助言を受けた場合は、それに従って必要な改善を行うこと（国保連から

の求めがあった場合には、改善の内容を国保連に報告すること）
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基準条例［準用］ 解釈通知［準用］ 

（苦情処理） 

第38条 指定居宅療養管理指導事業者は、提供し

た指定居宅療養管理指導に係る利用者及びその

家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するため

に、苦情を受け付けるための窓口を設置する等

の必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定居宅療養管理指導事業者は、前項の苦情

を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記

録しなければならない。 

３ 指定居宅療養管理指導事業者は、提供した指

定居宅療養管理指導に関し、法第23条の規定に

より市町村が行う文書その他の物件の提出若し

くは提示の求め又は当該市町村の職員からの質

問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情

に関して市町村が行う調査に協力するととも

に、市町村から指導又は助言を受けた場合にお

いては、当該指導又は助言に従って必要な改善

を行わなければならない。 

４ 指定居宅療養管理指導事業者は、市町村から

の求めがあった場合には、前項の改善の内容を

市町村に報告しなければならない。 

５ 指定居宅療養管理指導事業者は、提供した指

定居宅療養管理指導に係る利用者からの苦情に

関して国民健康保険団体連合会（国民健康保険

法（昭和33年法律第192号）第45条第５項に規定

する国民健康保険団体連合会をいう。以下同

じ。）が行う法第176条第１項第３号の調査に協

力するとともに、国民健康保険団体連合会から

同号の指導又は助言を受けた場合においては、

当該指導又は助言に従って必要な改善を行わな

ければならない。 

６ 指定居宅療養管理指導事業者は、国民健康保

険団体連合会からの求めがあった場合には、前

項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報

告しなければならない。 

(28)苦情処理 

① 居宅基準条例第38条第１項にいう「必要な措

置」とは、具体的には、相談窓口、苦情処理の体

制及び手順等当該事業所における苦情を処理す

るために講ずる措置の概要について明らかに

し、利用申込者又はその家族にサービスの内容

を説明する文書に苦情に対する措置の概要につ

いても併せて記載するとともに、事業所に掲示

すること等である。 

② 同条第２項は、利用者及びその家族からの苦

情に対し、指定居宅療養管理指導事業者が組織

として迅速かつ適切に対応するため、当該苦情

（指定居宅療養管理指導事業者が提供したサー

ビスとは関係のないものを除く。）の受付日、そ

の内容等を記録することを義務づけたものであ

る。 

  また、指定居宅療養管理指導事業者は、苦情

がサービスの質の向上を図る上での重要な情報

であるとの認識に立ち、苦情の内容を踏まえ、

サービスの質の向上に向けた取組を自ら行うべ

きである。 

  なお、居宅基準条例第78条第２項の規定に基

づき、苦情の内容等の記録は、２年間保存しな

ければならない。 

③ 同条第３項は、介護保険法上、苦情処理に関

する業務を行うことが位置付けられている国民

健康保険団体連合会のみならず、住民に最も身

近な行政庁であり、かつ、保険者である市町村

が、サービスに関する苦情に対応する必要が生

ずることから、市町村についても国民健康保険

団体連合会と同様に、指定居宅療養管理指導事

業者に対する苦情に関する調査や指導、助言を

行えることを運営基準上、明確にしたものであ

る。 

予防基準条例第55条の8＝同旨
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25 地域との連携等 

◎提供したサービスについての利用者及び家族からの苦情に関して、市町村が派遣する介護サ

ービス相談員等による相談・援助に協力するよう努めること。 

※介護サービス相談員派遣事業のほか、広く市町村が老人クラブ、婦人会その他の非営利

団体や住民の協力を得て行う事業を含む 

◎指定居宅療養管理指導事業者の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定

居宅療養管理指導を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定

居宅療養管理指導の提供を行うよう努めること。 

基準条例［準用］ 解釈通知［準用］ 

（地域との連携等） 

第39条 指定居宅療養管理指導事業者は、その事

業の運営に当たっては、提供した指定居宅療養

管理指導に関する利用者からの苦情に関して市

町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業

その他の市町村が実施する事業に協力するよう

努めなければならない。 

２ 指定居宅療養管理指導事業者は、指定居宅療

養管理指導事業者の所在する建物と同一の建物

に居住する利用者に対して指定居宅療養管理指

導を提供する場合には、当該建物に居住する利

用者以外の者に対しても指定居宅療養管理指導

の提供を行うよう努めなければならない。 

(29)地域との連携等 

① 居宅基準条例第39条第１項は、居宅基準条

例第４条第２項の趣旨に基づき、介護サービ

ス相談員を派遣する事業を積極的に受け入れ

る等、市町村との密接な連携に努めることを

規定したものである。 

なお、「市町村が実施する事業」には、介護

サービス相談員派遣事業のほか、広く市町村

が老人クラブ、婦人会その他の非営利団体や

住民の協力を得て行う事業が含まれるもの

である。 

② 同条第２項は、高齢者向け集合住宅等と同

一の建物に所在する指定居宅療養管理指導事業

所が当該高齢者向け集合住宅等に居住する要介

護者に指定居宅療養管理指導を提供する場合、

当該高齢者向け集合住宅等に居住する要介護者

のみを対象としたサービス提供が行われないよ

う、第10条の正当な理由がある場合を除き、地

域包括ケア推進の観点から地域の要介護者にも

サービス提供を行うよう努めなければならない

ことを定めたものである。 

予防基準条例第55条の9＝同旨
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26 事故発生時の対応 

◎指定居宅療養管理指導の提供により事故が発生した場合の対応方法を、あらかじめ事業者が

定めておくこと。 

◎事故発生時には、速やかに市町村、利用者の家族、居宅介護支援事業所等に連絡を行うとと

もに、必要な措置を講じること。 

◎その事故の状況及び採った処置について記録すること。契約終了から２年間保存が必要 

◎賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うこと。 

◎事故が生じた際にはその原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講じること。 

基準条例［準用］ 解釈通知［準用］ 

（事故発生時の対応） 

第40条 指定居宅療養管理指導事業者は、利用者

に対する指定居宅療養管理指導の提供により事

故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家

族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に

連絡を行うとともに、必要な措置を講じなけれ

ばならない。 

２ 指定居宅療養管理指導事業者は、前項の事故

の状況及び事故に際して採った処置について記

録しなければならない。 

３ 指定居宅療養管理指導事業者は、利用者に対

する指定居宅療養管理指導の提供により賠償す

べき事故が発生した場合は、損害賠償を速やか

に行わなければならない。 

(30)事故発生時の対応 

居宅基準条例第40条は、利用者が安心して指

定居宅療養管理指導の提供を受けられるよう事

故発生時の速やかな対応を想定したものであ

る。指定居宅療養管理指導事業者は、利用者に

対する指定居宅療養管理指導の提供により事故

が発生した場合には、市町村、当該利用者の家

族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に

対して連絡を行う等の必要な措置を講じるべき

こととするとともに、当該事故の状況及び事故

に際して採った処置について記録しなければな

らないこととしたものである。 

また、利用者に対する指定居宅療養管理指導

の提供により賠償すべき事故が発生した場合に

は、損害賠償を速やかに行わなければないこと

としたものである。 

なお、居宅基準条例第97条第２項の規定に基

づき、事故の状況及び事故に際して採った処置

についての記録は、２年間保存しなければなら

ない。 

このほか、以下の点に留意するものとする。

① 利用者に対する指定居宅療養管理指導の提

供により事故が発生した場合の対応方法につ

いては、あらかじめ指定居宅療養管理指導事

業者が定めておくことが望ましいこと。 

② 指定居宅療養管理指導事業者は、賠償すべ

き事態において速やかに賠償を行うため、損

害賠償保険に加入しておくか、又は賠償資力

を有することが望ましいこと。 

③ 指定居宅療養管理指導事業者は、事故が生

じた際にはその原因を解明し、再発生を防ぐ

ための対策を講じること。 

予防基準条例第55条の10＝同旨
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27 虐待の防止 

◎虐待の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講じること（令和６年３月31日までの間

は、努力義務）。 

①虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができ

るものとする。）を定期的に開催し、その結果について、居宅療養管理指導従業者に周知

徹底を図ること。 

②虐待の防止のための指針を整備すること。 

③居宅療養管理指導従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。 

④上記①～③の措置を適切に実施するための担当者を置くこと

基準条例［準用］ 解釈通知［準用］ 

（虐待の防止） 

第40条の２ 指定居宅療養管理指導事業

者は、虐待の発生又はその再発を防止

するため、次の各号に掲げる措置を講

じなければならない。 

（31）虐待の防止 

居宅基準条例第40条の２は、虐待の防止に関する事項

について規定したものである。虐待は、法の目的の一つ

である高齢者の尊厳の保持や、高齢者の人格の尊重に深

刻な影響を及ぼす可能性が極めて高く、指定居宅療養管

理指導事業者は虐待の防止のために必要な措置を講じな

ければならない。虐待を未然に防止するための対策及び

発生した場合の対応等については、「高齢者虐待の防止、

高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」（平成17年

法律第124号。以下「高齢者虐待防止法」という。）に規定

されているところであり、その実効性を高め、利用者の

尊厳の保持・人格の尊重が達成されるよう、次に掲げる

観点から虐待の防止に関する措置を講じるものとする。

・虐待の未然防止 

指定居宅療養管理指導事業者は高齢者の尊厳保持・

人格尊重に対する配慮を常に心がけながらサービス提

供にあたる必要があり、第４条の一般原則に位置付け

られているとおり、研修等を通じて、従業者にそれら

に関する理解を促す必要がある。同様に、従業者が高

齢者虐待防止法等に規定する養介護事業の従業者とし

ての責務・適切な対応等を正しく理解していることも

重要である。 

・虐待等の早期発見 

指定居宅療養管理指導事業所の従業者は、虐待等又

はセルフ・ネグレクト等の虐待に準ずる事案を発見し

やすい立場にあることから、これらを早期に発見でき

るよう、必要な措置（虐待等に対する相談体制、市町

村の通報窓口の周知等）がとられていることが望まし

い。また、利用者及びその家族からの虐待等に係る相

談、利用者から市町村への虐待の届出について、適切

な対応をすること。 

・虐待等への迅速かつ適切な対応 

虐待が発生した場合には、速やかに市町村の窓口に

通報される必要があり、指定居宅療養管理指導事業者

は当該通報の手続が迅速かつ適切に行われ、市町村等

が行う虐待等に対する調査等に協力するよう努めるこ

ととする。 

以上の観点を踏まえ、虐待等の防止・早期発見に加え、

虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するため

に次に掲げる事項を実施するものとする。 

なお、当該義務付けの適用に当たっては、令和３年改
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⑴ 当該指定居宅療養管理指導事業

者における虐待の防止のための対

策を検討する委員会（テレビ電話装

置等を活用して行うことができる

ものとする。）を定期的に開催する

とともに、その結果について、居宅

療養管理指導従業者に周知徹底を

図ること。 

⑵ 当該指定居宅療養管理指導事業

者における虐待の防止のための指

針を整備すること。 

正条例附則第２項において、３年間の経過措置を設けて

おり、令和６年３月31日までの間は、努力義務とされて

いる。 

① 虐待の防止のための対策を検討する委員会（第１号）

虐待防止検討委員会は、虐待等の発生の防止・早期

発見に加え、虐待等が発生た場合はその再発を確実に

防止するための対策を検討する委員会であり、管理者

を含む幅広い職種で構成する。構成メンバーの責務及

び役割分担を明確にするとともに、定期的に開催する

ことが必要である。また、虐待防止の専門家を委員と

して積極的に活用することが望ましい。 

一方、虐待等の事案については、虐待等に係る諸般

の事情が、複雑かつ機微なものであることが想定され

るため、その性質上、一概に従業者に共有されるべき

情報であるとは限られず、個別の状況に応じて慎重に

対応することが重要である。 

なお、虐待防止検討委員会は、他の会議体を設置し

ている場合、これと一体的に設置・運営することとし

て差し支えない。また、事業所に実施が求められるも

のであるが、他のサービス事業者との連携等により行

うことも差し支えない。また、虐待防止検討委員会は、

テレビ電話装置等を活用して行うことができるものと

する。この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医

療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱い

のためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システム

の安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。

虐待防止検討委員会は、具体的には、次のような事

項について検討することとする。その際、そこで得た

結果（事業所における虐待に対する体制、虐待等の再

発防止策等）は、従業者に周知徹底を図る必要がある。

ア 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関す

ること 

イ 虐待の防止のための指針の整備に関すること 

ウ 虐待の防止のための職員研修の内容に関すること

エ 虐待等について、従業者が相談・報告できる体制

整備に関すること 

オ 従業者が高齢者虐待を把握した場合に、市町村へ

の通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関す

ること 

カ 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析か

ら得られる再発の確実な防止策に関すること 

キ 前号の再発の防止策を講じた際に、その効果につ

いての評価に関すること 

② 虐待の防止のための指針(第２号) 

指定居宅療養管理指導事業者が整備する「虐待の防

止のための指針」には、次のような項目を盛り込むこ

ととする。 

ア 事業所における虐待の防止に関する基本的考え方

イ 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関す

る事項 

ウ 虐待の防止のための職員研修に関する基本方針 

エ 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方

針 

オ 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する

事項 

カ 成年後見制度の利用支援に関する事項 

キ 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項 

ク 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項 
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⑶ 当該指定居宅療養管理指導事業

者において、居宅療養管理指導従業

者に対し、虐待の防止のための研修

を定期的に実施すること。 

⑷ 前３号に掲げる措置を適切に実

施するための担当者を置くこと。 

ケ その他虐待の防止の推進のために必要な事項 

③ 虐待の防止のための従業者に対する研修（第３号）

従業者に対する虐待の防止のための研修の内容とし

ては、虐待等の防止に関する基礎的内容等の適切な知

識を普及・啓発するものであるとともに、当該指定居

宅療養管理指導事業所における指針に基づき、虐待の

防止の徹底を行うものとする。 

職員教育を組織的に徹底させていくためには、当該

指定居宅療養管理指導事業者が指針に基づいた研修プ

ログラムを作成し、定期的な研修（年１回以上）を実

施するとともに、新規採用時には必ず虐待の防止のた

めの研修を実施することが重要である。 

また、研修の実施内容についても記録することが必

要である。研修の実施は、事業所内での研修で差し支

えない。 

④ 虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担

当者（第４号） 

指定居宅療養管理指導事業所における虐待を防止す

るための体制として、①から③までに掲げる措置を適

切に実施するため、専任の担当者を置くことが必要で

ある。当該担当者としては、虐待防止検討委員会の責

任者と同一の従業者が務めることが望ましい。 

予防基準条例第55条の11＝同旨

28 会計の区分 

◎事業所ごとに経理を区分するとともに、指定訪問看護の事業の会計とその他の事業の会計と

を区分すること。 

〔関連通知〕 

■介護保険の給付対象事業における会計の区分について（平成13年３月28日老振発第18号） 

基準条例［準用］ 解釈通知［準用］ 

（会計の区分） 

第41条 指定居宅療養管理指導事業者は、指定居

宅療養管理指導事業所ごとに経理を区分すると

ともに、指定居宅療養管理指導の事業の会計と

その他の事業の会計を区分しなければならな

い。 

(32)会計の区分 

居宅基準条例第41条は、指定居宅療養管理指

導事業者は、指定居宅療養管理指導事業所ごと

に経理を区分するとともに、指定居宅療養管理

指導の事業の会計とその他の事業の会計を区分

しなければならないこととしたものであるが、

具体的な会計処理の方法等については、別途厚

生労働省から通知された内容に準ずるものであ

ること。 

予防基準条例第55条の11＝同旨
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29 記録の整備 

◎従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておくこと。 

◎利用者に対する指定居宅療養管理指導の提供に関する次に掲げる諸記録を整備し、その完結

の日（契約が終了した日）から２年間保存すること。 

〔記録・保存すべき事項〕 

①具体的なサービスの内容等の記録（第20条第２項参照） 

②市町村への通知に係る記録（第27条参照） 

③苦情の内容等の記録（第38条第２項参照） 

④事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録（第40条第２項参照） 

基準条例 解釈通知 

（記録の整備） 

第97条 指定居宅療養管理指導事業者は、従業者、設

備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかな

ければならない。 

２ 指定居宅療養管理指導事業者は、利用者に対する

指定居宅療養管理指導の提供に関する次の各号に掲

げる記録を整備し、その完結の日から２年間保存し

なければならない。 

  ⑴ 次条において準用する第20条第２項に規定する

提供した具体的なサービスの内容等の記録 

  ⑵ 次条において準用する第27条に規定する市町村

への通知に係る記録 

  ⑶ 次条において準用する第38条第２項に規定する

苦情の内容等の記録 

  ⑷ 次条において準用する第40条第２項に規定する

事故の状況及び事故に際して採った処置について

の記録 

(７)記録の整備 

居宅基準条例第97条第２項は、指定居宅

療養管理指導事業者が同項各号に規定す

る記録を整備し、２年間保存しなければな

らないこととしたものである。 

なお、「その完結の日」とは、個々の利用

者につき、契約終了（契約の解約・解除、

他の施設への入所、利用者の死亡、利用者

の自立等）により一連のサービス提供が終

了した日を指すものとする。 

また、同項の指定居宅療養管理指導の提

供に関する記録には、診療録、医師又は歯

科医師の指示に基づく薬剤管理指導計画

及び診療記録が含まれるものであること。

予防基準条例第93条＝同旨


